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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年６月26日開催の第56回定時株主総会において決議された決議事項について、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、2020年６月30日に臨時

報告書を提出いたしましたが、当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名

簿管理人）において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、本報

告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

２ 報告内容

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

（訂正前）

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

392,966 12,599 120 (注)１．① 可決 96.86

第２号議案
定款一部変更の件

397,892 7,678 115 (注)１．② 可決 98.08

第３号議案
監査役２名選任の件

   

(注)１．③

  

大木　　洋 373,440 32,123 120 可決 92.05

竹川　　清 389,167 16,396 120 可決 95.93
 

(注) １．① 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

② 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主

の議決権の３分の２以上の賛成による。

③ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主

の議決権の過半数の賛成による。

２．株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該

株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであります。なお、議決権行使結果確認

用紙を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して棄権の意思の表示を行ったものとして

集計しております。
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（訂正後）

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

396,892 12,676 120 (注)１．① 可決 96.88

第２号議案
定款一部変更の件

401,825 7,748 115 (注)１．② 可決 98.08

第３号議案
監査役２名選任の件

   

(注)１．③

  

大木　　洋 377,372 32,194 120 可決 92.11

竹川　　清 393,099 16,467 120 可決 95.95
 

(注) １．① 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

② 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主

の議決権の３分の２以上の賛成による。

③ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主

の議決権の過半数の賛成による。

２．株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該

株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであります。なお、議決権行使結果確認

用紙を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して棄権の意思の表示を行ったものとして

集計しております。
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